
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2)職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、21年4月1日現在の人数である。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　 ２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

２　一般行政職給料表の状況（平成２２年４月１日現在）
（単位：円）
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【参考】　地域手当補正後ラスパイレス指数 102.7
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平成20年度の人件費率
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　　　　　　％

　　　　　　Ｂ

　　　　　千円

（参考）類似団体平均一人当たり

一人当たり給与費

別紙３

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（21年度末）

稲城市の給与・定員管理等について

人 件 費 率

職員手当

690,525 17.3%82,543 28,608,306
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３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

参　　考

歳 人 円 円 円 ―

歳 人 円 円 円 円 1.98

歳 人 円 円 円 円 1.35

歳 人 円 円 円 ―

歳 人 円 円 円 ―

歳 人 円 円 円 ―

円 円

円 円
※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（平成19～21年の3ヶ年平均）
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された
　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

（注）１　「平均給料月額」とは、平成22年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
 ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計した
　　ものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、
　比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

（2) 職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

稲城市

平均給与月額

（Ｂ）

47.7類似団体

24

10う ち 用 務 員

Ａ／Ｂ

（国ベース）

405,239

の類似職種

420,132

469,903

－

417,583

388,794

民間

国

137,200

46.8

50.8

区　　　　分

技能労務職

中　学　卒

一般行政職

経験年数１０年

-
137,200

高　校　卒

高　校　卒

333,491 412,006

423,472

403,816

338,420

329,971

284,514

381,518

386,069 366,579

416,733308,530

42

4,021,500 1.41

職 員 数

14

1,815

3,955

―

328,310

Ｃ／Ｄ

1.89

う ち 学 校 給 食 員

― ―

区　　分

東京都

47.0

公務員

参　　考

395,666

142,700

稲　城　市

う ち 用 務 員

う ち 学 校 給 食 員 5,668,806

5,691,590

東　京　都区　　　　　分

3,008,200

類似団体

区　　分

平均給料月額

公務員

平均給与月額

（Ａ）

平均給与月額

（国ベース）

稲城市

区　　分

41.0

平 均 年 齢

一般行政職

東京都

国

大　学　卒

43.5

42.8

平 均 年 齢

（Ｃ）

稲城市

41.9

49.3国

49.0

305,900
高　校　卒

高　校　卒

中　学　卒

-

-

-
-

386,528

経験年数２０年

Ⅰ種　181,200
Ⅱ種　172,200

経験年数１５年

-

-

140,100

-

342,700

- 306,150
321,700

-
技能労務職 -

181,200

335,860

337,262

325,434

325,579

442,305

平均給料月額 平均給与月額平均給与月額

平均年齢
対応する民間

―

53.8

39.6

213,600

298,800

―

―

― ―

―

181,200大　学　卒

142,700

―322,291 ―

――

－

396,161

―

用務員

調理士

403,639

414,108

―

民間

年収ベース（試算値）の比較

（Ｄ）

2



４　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２２年４月１日現在）

（注）１　稲城市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注）　平成１９年に９級制から８級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級をそれぞれ統合）
（注）　平成２２年に８級制から７級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級をそれぞれ統合）
（注）　表中の1年前の構成比及び５年前の構成比は、比較が容易なように平成２２年の構成である７級制に置き換えている

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

　　　　　　　　％

3.4

　　　　　　　　％

3.4

　　　　　　　　％

標準的な職務内容

11

　　　　　　　　％

職員数 構成比

8.0

主事

４　　級
5.6

３　　級

　　　　　　　　人

７　　級

６　　級 統括課長

課長５　　級
26

18

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

21.6

区　　分

１．勤務成績の評定の実施状況
　地方公務員法第４０条に基づき、毎年1月1日を基準日として、勤務成績の評定を実施。
（内容の詳細については、稲城市職員人事考課規程を参照）

２．昇給への勤務成績の反映状況
　平成20年4月より実施

34.6

　　　　　　　　％

112

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

部長

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

２　　級 主任・主事

１　　級

23.4

70

76

　　　　　　　　％

11

係長

課長補佐

１級 24.1%
１級 29.6%

１級 34.6%

２級 29.8%
２級 25.3%

２級 23.4%

３級 20.6%３級 22.2%
３級 21.6%

４級 11.7%４級 7.3%４級 5.6%

５級 7.2%５級 8.2%５級 8.0%

６級 3.7%６級 3.7%６級 3.4%
７級 2.9%７級 3.7%７級 3.4%   
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５　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成21年度支給割合） （平成21年度支給割合） （平成21年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】　勤勉手当への勤務実績の反映状況

　

（2) 退職手当（２２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3)地域手当

（平成２２年４月１日現在）

千円

千円

人 ％ ％

支給実績（平成２１年度決算）

59.20

41.34

59.28

59.28

8,260 26,990

24.25 33.50

43.50

470,708

59.20

49.75

　消防職員加算

47.50

稲城市

1.50

・職務段階別加算　5～20％

23.50

・職務段階別加算　3～20％

･管理職加算　　　 15～25％

１．勤務成績の評定の実施状況
　地方公務員法第４０条に基づき、毎年1月1日を基準日として、勤務成績の評定を実施。
（内容の詳細については、稲城市職員人事考課規程を参照）

２．勤勉手当への勤務実績の反映状況
　勤務成績の評定を基準として４段階（Ａ～Ｄ）の評価を実施し、その評価結果に基づき成
績率を決定。

･管理職加算　　　 10～25％

30.55

稲　　　　　　　　　　　城　　　　　　　　　　　市

59.28

0.55

2.75

33.50

2.95

1.65

1.2 3.15

1.650.55

1.40

0.70

―

1

1,760

―

国

１人当たり平均支給額（平成21年度）

東　　　　　京　　　　　都

15

稲　　　　　城　　　　　市

１人当たり平均支給額（平成21年度）

1,574

支給対象地域 支給対象職員数 支給率

792

32.50

・職務段階別加算　3～20％

15

国

国の制度（支給率）

599支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算）

59.20
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 (4) 特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

生活環境部下水道課職員

211,886

683,502

犬猫等の死体処理に従事したとき

納税課職員

生活福祉課職員

39.4

生活環境部職員

生活環境部職員

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算）

機関手当

生活環境部水道課職員

生活環境部水道課職員

消防機関の運転や整備に従事したとき

漏水、事故等のため緊急出動をしたとき

行路死亡人その他死体の取扱いに従事したとき

日額500円公共下水道管内の作業に従事したとき

社会福祉現業事務に従事する社会福祉主事

日額100円

感染症の予防等の業務に従事したとき

日額1,000円

日額300円

月額1,000円

日額1,000円

水火災等に出場したとき

看護師等が深夜の看護等の業務に従事したとき

消防本部職員

消防本部職員

市立病院に勤務する職員のうち行
(1)、行(2)給料表適用者並びに栄
養科医(2)給料表適用者を除くもの

往診手当

危険手当

分娩介助料の４％

死体処置に従事したとき １体170円

分娩介助料の５％

分娩介助料の７．５％

日額3,000円

１患者3,000円
１患者2,000円

医師が往診したとき

塩素注入及びポンプ等の運転に従事したとき

月額2,300円

１患者2,500円

１患者4,000円

１当務150～300円

１回100～300円

日額1,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２１年度）

税の滞納整理の徴収に従事した者

死体処置手当

術者（手術室において手術に携わった医師）
助手（手術室において手術に携わった医師）
麻酔科医師が手術において麻酔を行ったとき
補助手（手術室において手術に携わった看護師等）

手術手当

入院受入医師手当

救急患者対応手当

救出救助専従手当

出場手当

行路死亡人等取扱手当

感染症防疫手当

行路病人救護手当

徴収手当

有害薬物毒物取扱手当

社会福祉主事手当

蜂駆除作業手当

農薬等の散布、取扱に従事したとき

下水道管渠調査手当

浄水手当

給配水手当

消防本部職員

行路病人の救護に従事したとき生活福祉課職員

主な支給対象職員

環境課職員

環境課職員

救急手当

深夜特殊勤務手当

消防本部職員

消防本部職員

消防本部職員

消防本部職員

梯子車専従手当

火災調査手当

夜間看護手当

単胎の場合

双胎の場合

医師が救急車搬送患者を診療したとき
医師が救急車搬送以外の患者を診療したとき

医師が正規の勤務時間内に入院する患者を受け
持ったとき
医師が正規の勤務時間以外に入院する患者を受け
持ったとき

医師が正常分娩を担当

34

火災の調査等に従事したとき

交替制勤務者が深夜に２時間以上勤務したとき

梯子車の操作登はんに従事したとき

主な支給対象業務

救急事故に出場したとき

１当務170円

すずめ蜂の駆除に従事したとき

支給実績（平成２１年度決算）

生活福祉課職員

犬猫等死体処理手当

手当の名称

救出救助現場に出場したとき

左記職員に対する支給単価

手当の種類（手当数）

徴収金額×2/100以内

１体300円

勤務時間内　往診点数の50％
勤務時間外　往診点数の70％

手術点数の５％
手術点数の１．７％
手術点数の１．０％
手術点数の１．３％

１回100～510円

1回100～500円

日額360円

日額100円

分娩介助料の６％

分娩手当

助産師が正常分娩を担当

単胎の場合

双胎の場合

1勤務（４時間未満）2,800円
1勤務（４時間以上）3,300円

日額500円

5



 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（平成２２年４月１日現在）

異なる 千円 円

異なる 千円 円

月額400,000円
月額200,000円
月額150,000円
月額104,000円
月額87,000円
月額82,000円

国の制度と 支給職員１人当たり

支給対象者、支給単価
【国】
(1)配偶者　　13,000円
（欠配第一子11,000円）
(2)配偶者以外の扶養親族
　　　　　　　　　　　　6,500円

※満16歳年度初めから満22
歳年度末までの子がいる場合
の加算
                        5,000円

（21年度決算）

81,633 231,255

平均支給年額異なる内容
（21年度決算）

205,699

256

支給実績

医師手当

手術室に勤務する看護師等のうち勤務
時間以外に緊急登院する当番となって
いる者

248,037

被曝手当

拘束手当

病院給食作業手当

緊急出勤手当

年末年始勤務手当

夜間勤務者調整手当

診療のため正規の勤務時間以外に
緊急登院した者

316

月額6,000円

１体570円

月額80,000円
月額 3,000円

放射線科に勤務する医師
放射線科に勤務する医師以外の技
術職員

解剖に従事した医師及び医師以外の職員

扶 養 手 当

栄養科に勤務する給食調理員

国の制度

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ０ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ １ 年 度 決 算 ）

院長
副院長
診療部長
診療科部長
医長
医員

内容及び支給単価手　当　名

解剖手当

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ０ 年 度 決 算 ）

年末年始において正規の勤務時間
を割り振られかつ勤務した者

夜間において勤務する看護師等

104,78652,288

支給対象者、支給対象区分、
支給単価
【国】
(1)借家・借間
　　支給限度額
　　　　　　　　　27,000円
(2)持家
　購入5年以内
　　　　　　　　　　2,500円

支 給 実 績 （ 平 成 ２ １ 年 度 決 算 ）

住 居 手 当

【内容】
　世帯主等である職員に支給

【支給額】
　(1)扶養親族有　9,000円
　(2)扶養親族無　8,500円

との異同

１単位（12/29～1/3)3,000円
１単位（上記以外の日)2,000円

日額(12/29～30) 2,200円
日額(12/31～1/3)2,500円

１回（医師の管理職）4,500円
１回（上記以外の者）1,550円

月額27,000円

【内容】
　扶養親族を有する職員に支給

【支給額】
　(1)配偶者　　　　　　　13,500円
  　（欠配一子を含む。）
　(2)扶養親族2人まで　 6,000円
　(3)その他の扶養親族 5,000円
　※満16歳年度初めから満22歳年度
　　末までの子がいる場合の加算
　　　　　 　　　　　　　　　　4,000円
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異なる 千円 円

千円 円

千円 円

異なる 千円 円

異なる 千円 円

異なる 千円 円

【内容】
　正規の勤務時間として、午後10時か
ら翌日午前5時までの間に勤務すること
を命じられた職員が勤務した場合に支
給

【支給単価】
　勤務1時間当たりの給料等の額
　　　　　　　　　　　　　　　　×25/100

通 勤 手 当

夜 勤 手 当

宿 日 直 手 当

150,022

45,365

支給対象者、支給割合

【国】
(1)一般の宿日直
　　　　　　　　　　　　　4,200円
(2)特別の宿日直
　　　　　　　　5,100～7,200円
(3)医師当直　　　 　20,000円
(4)常直                  21,000円
※5時間未満は1/2の額

36,763

62,797

27,004

1,069,600

【内容】
　休日の勤務として正規の勤務時間中
に勤務することを命じられた職員が勤
務した場合に支給

【支給単価】
　勤務1時間当たりの給料等の額
　　　　　　　　　　　　　　　　×35/100

792 113,143

118,934

835,523

交通用具使用者の支給額

【国】
　2,000～24,500円

初任給調整手当

621,438

90,916

同じ

【内容】
　管理又は監督の地位にある職員のう
ち特に指定するものに支給

【支給額】
　(1)部長級　　　　101,700
　(2)統括課長級  　85,900
　(3)課長級  　　　　73,400

【内容】
　宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員
が勤務した場合に支給

【支給単価】
　(1)12月29日から翌年の1月3日までに勤務
を命ぜられた場合
　　　　　　　　　　　　　　 １勤務　15,000円
市立病院の医師　　　　1勤務　45,000円
市立病院の医師以外　1勤務　21,000円
　(2)(1)以外の場合
　　　　　　　　　　　       1勤務　12,000円
市立病院の医師　　　　1勤務　30,000円
市立病院の医師以外　1勤務　14,000円

支給対象者、支給割合

【国】
(1)医師・歯科医師
①離島・へき地
55,000～306,900円
②人口が少ない市町村
52,500～268,500円
③調整手当非支給地
47,500～216,000円
④調整手当乙地
37,500～159,100円
⑤調整手当甲地
26,500～100,100円
(2)医系教官
16,900～50,000円
(3)研究者当
20,000～100,000円
※(1)及び(2)は採用から35年
間、(3)は採用から10年間支給

【内容】
　専門的な知識を必要とし、かつ採用
による欠員補充が困難である等の事情
が考慮される以下の職員に支給

【支給額】
　(1)医療職給料表(3)の適用を受ける
　　　免許を取得した日の属する年度
　　　　　　　　　　　　　　月額12,000円
　(2)上記終了した日の翌日から1年間
　　　　　　　　　　　　　　月額 6,000円

【内容】
　通勤のために交通機関等を利用し運
賃等の負担を常例とする職員又は自
動車等交通用具の使用を常例とする
職員に支給

【支給額】
　(1)交通機関等利用者
　　　 原則として、6ヵ月定期券額
　(2)交通用具使用者
　　　 交通用具の区分・使用距離に
      応じた月額
1,000～13,000円
　(3)交通機関・交通用具併用者
　　　 原則として、(1)と(2)の合計額

休 日 勤 務 手 当

管 理 職 手 当

支給対象者、支給額

【国】
俸給表別、職務の級別、俸給
の特別調整額の区分別に定
額の手当が定められている

同じ
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６　特別職の報酬等の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×勤続期間×400/100 円 任期ごと

給料月額×勤続期間×300/100 円 任期ごと

給料月額×勤続期間×250/100 円 任期ごと

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

4.50

582,400

(注）１　特別職の報酬等の額は、学識経験者などで構成される「稲城市特別職報酬等審議会」の答申に基づき条
　　　 例で定められています。

退
職
手
当

市 区 町 村 長

備　　　　考

区 分

副 市 長

教 育 長

320,000

（参考）類似団体における最高／最低額

854,000市 区 町 村 長

収 入 役

424,000

498,000

期
末
手
当

市 区 町 村 長

副 市 長

　　（平成２1年度支給割合）

教 育 長

議 長

副 議 長

―― ―

給

料
副 市 長

議 員

副 議 長

740,000

報

酬 議 員

400,000

8,880,000

6,950,000

618,000

698,000

595,000

984,000

815,000

給 料 月 額 等

議 長

570,000

13,664,000

350,000

　　（平成２1年度支給割合）

4.50

454,000
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７　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（平成２２年４月１日現在）

　

区　分

業務見直しによる減（△1）

計

～
＜参考＞

～

人

～

80

43歳35歳
人

～ ～ ～

56歳

人

48歳

47歳
人

95.77

52歳 60歳

機能拡充による業務増及び欠員補充（10）

6

9

324

10

0

72
76

472
0

＜参考＞

56.82

類似団体の人口１万人あたり職員数

45.87

短時間再任用職員化（△5）

39.49

類似団体の人口１万人あたり職員数

0

47

民 生

76

2

2

△ 3

67

7議 会

61.25

区画整理事業進展に伴う業務増（2）49

0

122

22

0

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 平成21年

△ 5

469

職 員 数

衛 生

労 働

小　計

教育部門
消防部門

20歳 20歳

23歳

普
通
会
計
部
門

総 務 ・ 企 画

～

人
27歳

～

未満 以上
人 人

51歳 59歳55歳
人

20 74 10092

5

121

3

23

10
35

323

10

279

～

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

44歳40歳32歳 36歳24歳

一
般
行
政
部
門

計

土 木

農 林 水 産

税 務

商 工

326

3

5

人

34

職員数
89

～

人人 人
1220

業務見直しによる減（△1）

主 な 増 減 理 由

欠員補充（1）

28歳

39歳

792

[        923   ］ [        923   ］

31歳

786

269

合　　計

小　計

病 院

そ の 他
下 水 道

314

0

7073

△ 1

7924
人

[      0   ］

68

0

0

0

030

8888

平成2２年

対前年
増減数

30

7

△ 1

1

　
　
会
計
部
門

公
営
企
業
等

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成
比

%
（例）
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(3)職員数の推移

（単位：人・％）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

502 493

339

普通会計計

計 831 805

公営企業等会計計

495

849

347

84

74

教　育

消　防

472

22年
過去5年間の
増減数（率）

844

349

498

333

76

 -18　(-5.2%)

469

 -57　(-6.7%)

 -24　(-6.9%)

67  -17　(-20.2%)

792

   +2　(-2.7%)

 -33　(-6.6%)

323

76

312 314

786

81 78

76

72

１7年

337 324 326一般行政

76

１8年 21年20年

344

１9年

341

83

75

　　　　　　　　　年度
部門別
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